
2023年4月版通貨選択型一時払終身保険

商品パンフレットマニュライフ生命の担当者・募集代理店（生命保険募集人）は、お客さまとマニュライフ生命の
保険契約締結の媒介を行う者です。保険契約締結の代理権はありません。したがって、契約は
お客さまからのお申込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。
生命保険募集人のうち、生命保険協会にて別途定められた規定に基づき外貨建保険販売資格を
登録した募集人のみがこの保険を取り扱えます。
募集人の権限等の確認は、マニュライフ生命コールセンターまでご連絡ください。

くわしくは、外貨建保険販売資格をもつ募集人にご相談ください。

法人向け保険商品のご検討に際してご留意いただきたいこと

契約者が法人となる場合は、次の資料をあわせてご覧ください。

2023年4月版 MLJ(STD)23010046(330244)

●担当は

日本を代表する各専門分野の医師（総合相談医）と、面談や電話を
通じて今後の治療方針等に関してセカンドオピニオンを受けられ
ます。総合相談医の判断により、専門医の紹介も行います。

メディカルソムリエ 〔利用対象者：被保険者〕

セカンド
オピニオン
手配サービス

専門分野の医師が在籍し受け入れが可能な場合に医療機関での
受診の手配をします。主治医のもとでは対応できない等の一定の
条件を満たす場合に限ります。

受診
手配サービス

※このサービスは、ティーペック株式
会社が提供します。サービス利用の
結果について、マニュライフ生命は
責任を負いかねます。
※サービス内容は予告なく変更・中止
する場合があります。利用者の状況
または相談内容によっては、相談を
制限・停止する場合もあります。利用の
際の諸条件等がありますので、ご不明
な点はお問い合わせください。
※利用の際、ティーペック株式会社が
取得した個人情報は、サービス提供
以外の目的で使用しません。ただし、
利用対象者確認のため、マニュライフ
生命に提供することがあります。なお、
ご本人の同意なく個人情報を第三者
に提供することはありません。

＊1 お客さまの病状・症状やご希望等を伺い、医療機関の受け入れ可否確認を行い、セカンド
オピニオンの予約代行をするサービスです。電話でのセカンドオピニオンでは、専門医の
紹介はありません。

＊2 ティーペック株式会社が適当と判断した場合に限り、指定する医療機関へ手配します。希望
すれば受けられるものではありません。

＊利用できる「ご家族」は1親等以内です。

健康・医療・介護・育児・メンタルヘルス等に関する電話相談を24時間年中無休で、
医師・看護師等のスタッフがお受けします。

メディカルほっとコール24 〔利用対象者：被保険者とそのご家族＊〕

くわしい内容は、契約後、
保険証券に同封したチラシを

ご覧ください。

無料の付帯サービス「メディカルリリーフ（プラス）」

健康相談サービス

＊1

＊2

ご契約の検討・お申込みに際しては、次の資料をあわせてご覧ください。
契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報） 設計書ご契約のしおり／約款

解約時の市場金利、為替レートの変動等により、損失が生じることがあります。

この商品はマニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。
預金とは異なり、元本割れすることがあります。



21

ふやす

のこすつかう

のこす資産として預貯金や有価証券をみると、次のようなことが考えられます。

例えば、預貯金や有価証券だと・・・

将来、万一のことがあった場合に訪れる相続。
のこされたご家族に、スムーズに資産を引き継ぐためには、
元気なうちから準備する必要があります。

資産を「のこす」こと、あなたは
どのように準備されていますか？

※税務上の取扱いは、2022年11月現在の内容であり、
今後変更される可能性があります。
個別の税務等の詳細は、税務署や税理士等の専門家にご確認ください。

※民法改正により、被相続人の預貯金を一定額まで払戻しできる制度があります。
相続や遺産分割等については、弁護士等の専門家にご相談ください。

※相続税の納付期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から原則10か月以内です。

スムーズに安心してのこすために「終身保険」がお役に立てます。

500万円 × 法定相続人数

相続税法第12条
「保険金の非課税限度額」

※「保険金の非課税限度額」の適用には、
所定の条件を満たす必要があります。

一生涯

死亡保険金のお支払い

保険金受取人からの
保険金請求書類が保険会社に到着

原則5営業日以内

あらかじめ指定した保険金受取人に、
のこしたい金額をスムーズに渡せます。
〔活用方法の一例〕 相続税の納税資金

2
スムーズに渡す

1
一生涯の保障

相続人が受取る死亡保険金のうち、
非課税限度額までは

相続税の課税対象になりません。

3
保険金の非課税限度額

終身保険にもさまざまな
種類がありますが、

選択した通貨建でふやしてのこせる
「一時払終身保険」を
検討されてみませんか？

平準払

一時払
円建

外貨建

安全で分割が容易です。
また、手軽に準備できます。

万一の時に、のこされたご家族が
預貯金をすぐに引き出すことは、
原則としてできません。

ふやしてのこせる
期待が持てます。

万一の時に、資産が減少している
可能性があります。

預貯金 有価証券

※上記はあくまでイメージであり、のこし方について各資産の優劣を表したものではありません。

「万一の場合」 その後のこと・・・
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亡くなった方（被相続人）名義の金融資産は、次の手続きが終わるまで凍結されます。

また、相続が発生すると、次の手続きを行います。

死亡・高度障害保障が一生涯続きます。
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一時払保険料より高い基本保険金額＊1が、
契約時から一生涯にわたって保証されています。

この保険は、健康状態等について
告知が必要です。

ご家族の未来につなげる大切な資産を その想いにお応えします。ふやして のこして   あげたい

● 契約通貨は、円、米ドルまたは豪ドルの いずれかから選択できます。
一時払保険料のお払込みおよび保険 金等のお支払いは、
契約通貨で行います。

● 契約通貨が、米ドル・豪ドルの場合、 保険料の払込通貨を
契約通貨と異なる通貨から選択でき ます。

円でふやして のこせます。
外貨でよりふやしてのこせます。

大切なご家族に死亡・高度障害に対する保障は

契約時から
一時払保険料を
上回ります。

Point

1
Point

2
わかりやすい

簡単な告知で
お申込みできます。

Point

3

※くわしくは、マニュライフ生命
プランライト・アドバイザー（担当者）に
ご確認ください。

＊1 基本保険金額は、死亡・高度障害保険金を支払う際に基準となる金額
です。一時払保険料や契約日の積立利率、被保険者の契約年齢および
性別等に基づいて、マニュライフ生命の定める方法で計算されます。
具体的な金額は、「設計書」をご覧ください。

＊2 積立利率はこの保険の実質的な利回りではありません。
積立利率については、契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）
P.3「3.積立利率」をご覧ください。

＊3 一時払保険料に対する基本保険金額の倍率です。解約した場合の解約
返戻金額の倍率ではありません。

※契約時の金融情勢等の影響により、
契約年齢等によってはお取扱いを見合わせる場合があります。

＊4 次のいずれか短い期間です。
・ 契約日からその日を含めて20年を経過する日までの期間
・ 契約日から被保険者の年齢が90歳となる契約応当日の前日までの期間

契約時に一時払保険料から契約初期費用が控除され、また、市場価格調整
適用期間＊4中は解約返戻金額に市場金利に応じた運用資産（債券等）の価格
変動を反映させます（市場価格調整）。したがって、解約返戻金額が一時払
保険料を下回り、損失が生じるおそれがあります。

② 為替リスク

一
時
払
保
険
料

▲
契約日

契約初期費用
（3.50～9.80％）を

控除

基
本
保
険
金
額
＊1

死
亡
・
高
度
障
害
保
険
金
額

円
一時払保険料の

 約1.01倍＊3
豪ドル

一時払保険料の

 約1.75倍＊3
米ドル

一時払保険料の

 約1.74倍＊3

70歳男性  各契約通貨の積立利率＊2が、円：年0.39％／米ドル：年4.72％／豪ドル：年4.79％の場合例

契約通貨が米ドル・豪ドルの場合も、保険金を円でお支払いできます（円支払特約B型）。

米ドル

豪ドル

契約通貨保険料の払込通貨

円円

円

米ドル ユーロ

豪ドル ニュージー
ランドドル

被保険者の契約年齢範囲 50歳～87歳

[イメージ図]

一生涯続きます。一生涯続きます。一生涯続きます。死亡・高度障害に対する保障が

市場価格調整適用期間＊4

解約返戻金

積立金

契約通貨が米ドル・豪ドルの場合、為替相場の変動による影響を
受けます。したがって、保険金等を保険料の払込通貨で換算した
場合の金額が、契約時にお払込みいただいた金額を下回ることが
あり、損失が生じるおそれがあります。

たとえば、契約通貨建の死亡・高度障害保険金を円に換算した
場合、為替レートによってはお払込みいただいた金額の円換算額
（円でお払込みいただいた場合はその金額）を下回り、元本割れ
することがあります。

① 解約返戻金額が
一時払保険料を
下回るリスク
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名前をつけて現金をのこせます。

「未来につなげる終身保険」の死亡保険金受取人の指定範囲 3親等内の親族

生命保険の保険金は受取人の固有財産となり、
原則として遺産分割協議の対象外＊となります。
そのため、万一の場合あらかじめ指定された保険金受取人に現金をのこせます。

配偶者

配偶者

配偶者

配偶者

子配偶者

曾孫

孫配偶者

配偶者

伯叔父母

甥姪

曽祖父母

祖父母

父母

兄弟姉妹

曽祖父母

祖父母

父母

被保険者
（本人）

伯叔父母

甥姪

兄弟姉妹

この保険は、健康状態等について告知が必要です。

＊相続人の間で著しい不公平がある場合、受取人の固有財産とみなされ
ない場合があります。

※受取人については、後のご家族間でのトラブルを避けるためにも、
お客さまの個別の状況等に応じて十分に検討のうえご指定ください。
相続や遺産分割等については、弁護士等の専門家にご相談ください。

簡単な告知でお申込みできます。

契約日に一時払保険料から契約初期費用が
控除されます。契約初期費用は、契約年齢＊

および契約通貨に応じた右表の割合を一時払
保険料に乗じた金額となります。

● 一時払保険料を外貨でお払込みいただく際には、
取扱金融機関への振込手数料をご負担いただく場合があります
（くわしくは、取扱金融機関にご確認ください）。

● 保険金等を外貨でお受取りの際には、金融機関により手数料（リフティングチャージ等）を
ご負担いただく場合があります（くわしくは、取扱金融機関にご確認ください）。

● 次の①の場合、保険料の払込通貨を下表の為替レートを用いて
契約通貨に変更しますので費用が発生します。
なお、保険料の払込通貨の対顧客電信売買相場の仲値（TTM）＊との差額は、
為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。

　また、②および③の場合、下表の為替レートと対顧客電信売買相場の仲値（TTM）＊との差額は、
為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
①「保険料米ドル入金特約Ｂ型」等を付加し、
一時払保険料を契約通貨と異なる外貨でお払込みいただく場合
②「保険料円入金特約Ｂ型」を付加し、一時払保険料を円でお払込みいただく場合
③「円支払特約Ｂ型」を付加し、保険金等を円でお支払いする場合

契約通貨
項　目

①「保険料米ドル入金特約Ｂ型」等の為替レート （契約通貨のTTM） ÷ （保険料の払込通貨のTTM － 50銭）

②「保険料円入金特約Ｂ型」の為替レート 契約通貨のTTM ＋ 50銭

③「円支払特約Ｂ型」の為替レート

米ドル

契約通貨のTTM － １銭

豪ドル

契約通貨のTTM － 3銭

契約通貨
目  的

保険契約の
締結に必要な費用

契約年齢＊

70歳以下

71歳～79歳

80歳以上

円
4.00％

3.75％

3.50％

米ドル
9.80％

9.50％

8.90％

豪ドル
9.80％

9.50％

8.90％

保険関係費

契約初期費用

外貨のお取扱いによりご負担いただく費用 契約通貨が次のとき： 米ドル 豪ドル

● 保険契約の維持等に必要な費用
積立利率を設定する際に保険契約の維持等に必要な費用をあらかじめ差し引きます。

● 死亡保障および高度障害保障に必要な費用
積立金の計算に際して死亡保障および高度障害保障に必要な費用を控除します。

※保険関係費は、契約年齢・性別等によって異なるため、一律には記載できません。

＊年増法による特別な条件をつけてご契約をお引
受けする場合は、被保険者の契約年齢に年増
年数を加えた年齢とします。

＊対顧客電信売買相場の仲値（TTM）は、
マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する値とします。

※2023年4月現在。外貨のお取扱いによりご負担いただく費用は、将来変更されることがあります。

この保険にかかる費用

● 告知書に記載された告知項目にすべて当てはまらない場合でも、職業・体格等によっては、
お引受けできないことや特別な条件をつけてお引受けすることがあります。

● 基本保険金額と一時払保険料の差額が、「告知書扱」の加入限度額を超えた場合、
「医師による診査」や「健康診断書のご提出」および「専用の告知書による告知」が必要です。
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